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藤沢市農地利用最適化推進委員募集要領 

 

 農地利用最適化推進委員の任期が満了になることに伴い、次のとおり農地利用最適

化推進委員を募集します。 

 

１ 農地利用最適化推進委員の主な業務の内容 

 (1) 担当区域内において、農地利用の最適化のための地域計画など地域の農業者の

話し合いの推進、農地利用の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消を推進す

るための活動や調査、農業者の意向確認などの現場活動を行います。 

(2) 農業委員会の総会等において、農地利用の最適化の推進に関する意見陳述及び

担当地区における活動状況の報告を行います。 

 

２ 募集人員 

１１人 

 

３ 地区及び担当区域 

地区 担当区域 委員数 

御所見・遠藤地区 用田、葛原、菖蒲沢、打戻、獺郷、宮原、遠藤 ５人 

六会・長後地区 長後、高倉、土棚、下土棚、今田、円行、円行 1～

2 丁目、桐原町、石川、石川 1～6 丁目、湘南台 1

～7丁目、天神町 1～3丁目、亀井野、亀井野 1～4

丁目、西俣野 

４人 

藤鵠・村岡・明治 

地区 

上記以外の区域 ２人 

 

４ 任期 

委嘱の日 2026年(令和 8年)7月 20日から 2029年（令和 11年）7月 19日までの

3年間 

 

５ 身分及び報酬等 

 (1) 身分 藤沢市非常勤特別職員 

 (2) 報酬（藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例で規定された額） 

 委員 月額３８，６００円 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。ただし、次のいずれかに

該当する方は推薦を受け、又は応募することができません。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること
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がなくなるまでの者 

(3) 藤沢市暴力団排除条例第 2条第 4号に規定する暴力団員等に該当する者 

(4) 藤沢市税の滞納者 

(5) 違反転用及び遊休農地の指導対象者 

(6) 藤沢市が設置する他の附属機関の委員 

(7) 藤沢市の職員（地方公務員法第 3条第 2項に規定する一般職の職員に限る。） 

 

７ 推薦及び応募の方法等 

担当区域ごとに募集をします。所定の様式に必要事項を記入の上、申し込んでく

ださい。 

(1) 様式 

 ①農業者が推薦する場合の推薦書            様式第１号 

 ②農業者が組織する団体等が推薦する場合の推薦書    様式第２号 

 ③応募する場合の申込書                様式第３号 

 (2) 様式の入手方法 

  ①配布場所 農業委員会事務局（分庁舎 7階）、農業委員会事務局（分庁舎 7階） 

市ホームページからもダウンロードできます。 

②配布期間 2026年(令和 8年)2月 27日(金)～2026年(令和 8年)3月 30日(月) 

        土・日・祝祭休日を除く 

 

８ 推薦・応募受付期間等 

2026年(令和 8年)3月 2日(月)～2026年(令和 8年)3月 31日(火)必着 

※土・日・祝祭休日を除き午前 8時 30分から正午、午後 1時から午後 5時まで 

 

９ 提出方法 

農業委員会事務局（分庁舎 7階）に直接持参又は郵送（2026年(令和 8年)3月 31

日(火)必着）で  

【郵送の場合の送付先】 

〒251-8601 

藤沢市朝日町 1番地の 1 藤沢市農業委員会事務局 

 

１０ 募集状況の公表 

  農業委員会等に関する法律の規定に基づき、受付期間の中間期及び終了時に、推

薦書又は申込書に記載された事項（住所及び電話番号を除く。）を公表しますので、

あらかじめご了承ください。 

 

１１ 選考方法 

  藤沢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を開催し，提出された書類をも

とに候補者の選考を行います。なお，必要に応じて面接を行う場合があります。 
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選考結果については、６月下旬までに推薦者及び応募者に郵送にて書面で通知し

ます。 

 

１２ その他 

 (1) 農業委員会委員との兼任はできません。 

 (2) 提出書類に記載された事項について、「６ 推薦を受ける者及び応募する者の資

格」に該当する項目を関係機関等に照会しますのであらかじめご了承ください。 

 (3) 提出いただいた推薦書、申込書及び添付書類は返却しません。 

 (4) 本申込みに係る一切の費用は提出者の負担とします。 

 (5) 提出された書類に記載された情報は、本目的以外では利用しません。 

 

１３ 問い合わせ先  

   藤沢市農業委員会事務局 〒251-8601 藤沢市朝日町１番地の１ 

0466（50）3565（直通） 

以  上   


